
 
 
 
 

 
労働者派遣法違反「無許可業者による禁止業務派遣」の疑いで刑事告発 

 

兵庫労働局（局長 小林 健）は、平成 28年 3月 28 日、下記の者を労働者派遣事業の適正

な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60年法律第 88号。以下「労働者派

遣法」という。）違反の疑いで、刑事訴訟法第 239 条第 2項の規定に基づき、兵庫県洲本警察

署に告発した。 

 

記 
 
 第１ 被告発人 
  個人事業主Ａ（30 歳 男） 
  （所在地 兵庫県明石市） 
 
 第２ 告発の趣旨 
  被告発人の下記所為は、労働者派遣法第 4 条第 1 項第 2 号（禁止業務派遣）及び第 5 条

第 1 項（無許可派遣）に違反するため、刑事告発した。 
 

  第３ 告発の事実 
  被告発人は、上記所在地に自宅兼事務所を置き、主に配管工事業を営む事業主であるが、  

同人は、平成２５年９月２３日から平成２６年４月１９日までの間、兵庫県洲本市などで

設備工事業を営む個人事業主Ｂに対し、太陽光発電用パネルの設置作業に従事させるため、

自己の雇用する労働者４名を、労働者派遣法による厚生労働大臣の許可を受けず、延べ１

４９日間派遣し、もって、労働者派遣法で労働者派遣事業を行うことが禁止されている建

設業務について、労働者派遣事業を行った疑いがある。 
 
第４ 事案の端緒等 
（１）平成２６年４月１１日、兵庫県洲本市内の工事現場において、被告発人が雇用し個

人事業主Ｂに派遣された作業員Ｃが、墜落防止措置の講じられていない同工事現場で

ある一般家屋の屋根の端（高さ約６メートル）から地上に墜落し、意識不明の重体と

なる労働災害が発生している。 
（２）告発後、捜査への影響を考慮し公表を差し控えていたが、兵庫県洲本警察署から書

類送検した旨の連絡を受けたため、本日公表するものである。 
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